
記入事項について
記入又は、該当項目に○をつけてください。

内容・留意事項項目

報告する該当年月を記入する。年 月分1

施設の名称、郵便番号、所在地、電話番号、FAX 番号、メールアドレス
（個人アドレス及び携帯は不可）を記入する。

施設名、郵便番号・所在地、
電話番号・FAX 番号、e-mail

2

施設の設置者の補職名（理事⾧等）、氏名を記入する。設置者（職・氏名）3

施設の給食部門責任者の補職名（〇〇課⾧・△△主任等）又は
職種名（管理栄養士・栄養士等）、氏名を記入する。

給食責任者（職・氏名）4

報告書の作成者の補職名（〇〇科⾧・△△係⾧等）又は職種名（管
理栄養士・栄養士等）、氏名、連絡先（電話番号）を記入する。
※ 記載内容について、問い合わせをさせていただく場合があります。

作成者（職・氏名）5

東大阪市では、東大阪市特定給食施設指導要領及び東大阪市その他の給食施設指導要領に基づき、栄
養管理報告書の提出をお願いしています。期限までに所管の保健センターに提出してください。なお、提出された
報告書は、各施設への指導、支援及び公衆衛生向上のために活用します。

★ 押印は不要です。
★ 施設にて控えを保管してください。
★ 栄養価計算は、原則、最新の日本食品標準成分表の使用をお願いします。

取り扱いについて

2 栄養管理報告について

内容・留意事項項目

令和8年5月分より適用実施年月日1

健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設の設置者とする。
※東大阪市では、その他の給食施設にも提出をお願いしています。

報告義務者2

市保健所⾧あて毎回1部を提出する。提出先及び部数3

電子申請システム、郵送、窓口、メール（P42参照)
※メールでの提出は令和9年3月31日に受付を終了します。

提出方法4

毎年5月実績分を7月15日までに、11月実績分を翌年1月15日までに報告する。報告時期5

施設種別にあった様式を、東大阪市ウェブサイト又は東大阪市電子申請システムからダウ
ンロードし作成する。

報告様式６

ページ様式施設種別

43病院病院

47介護保険施設介護老人保健施設、介護医療院
特別養護老人ホーム

51特定給食施設
（事業所・学校等）

事業所、学校、寄宿舎（寮）
矯正施設、自衛隊、一般給食センター

55特定給食施設
（老人福祉施設等）

老人福祉施設（特養を除く）
社会福祉施設、有料老人ホーム

59特定給食施設
（児童福祉施設・幼稚園等）

保育所、認定こども園、児童養護施設
乳児院、幼稚園

★ 上記以外の項目については、各様式別の記入要領を参照してください。
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内容・留意事項項目

認定こども園は、（ ）内に幼保連携型・幼稚園型・保育所型のいずれかを記入
する。

施設種別1

(1) 従事者数を施設・委託業者別、常勤・常勤以外別に記入する。施設外調理
の場合は、施設内で従事する者の人数のみ記入する。

(2) 上記について管理栄養士、栄養士、調理師は、有資格（登録）者とする。
なお、管理栄養士である者は、栄養士に含めない。また、栄養士・調理師等の
資格を併せ持つ場合は、業務内容から判断し、いずれか主なものに記入する。

(3) 複数の施設に勤務する場合は、主として勤務する施設で計上する。

給食従事者数2

「有」の場合は、クックチルや弁当等､その具体的な内容を記入する。施設外調理3

朝食･昼食･夕食・間食・その他（夜食等）の1日当たりの平均食数(報告月の総
食数を給食日数で除した値)を園児・職員別に整数（端数は四捨五入）で記入
する。

食数4

1人当たりの食材料費(消費税含む)を食事ごとに整数（端数は四捨五入）で記
入する。ただし､2食以上を提供し食事ごとに食材料費を算出していない場合は､合
計欄に1日分の食材料費を記入する。利用者によって食材料費が異なる場合は､主
たる利用者の食材料費を記入する。（業務委託の契約金額ではない。）

食材料費5

（P.61-63 参照）給食利用者の把握6

ビタミン･ミネラル等は「6.」に具体的な内容（例:ビタミンA･カルシウム）を記入する。栄養成分表示7

ホームページ等の場合は､「4.」に記入する。栄養情報の提供8

実施している食育の取組みについて、対象・内容等を具体的に記入する。食育の取組み9

栄養管理について現状を分析し､今後の課題や取り組むべき事項等を記入する。栄養管理の評価10

展示［実物・写真］にはフードモデルも含む。献立の提示11

報告月の回数を記入する。手作りおやつ12

食品等の備蓄は､施設及び敷地内で保管している場合のみ｢有｣とする。
施設間連携は、非常時における人員の派遣や物資の提供等について、他施設と協
定等が締結されている場合に「有」とする。

非常時危機管理対策
（食関連）

13

記入要領（主な項目のみ）

児童福祉施設・幼稚園等
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給食利用者の把握

定期的に利用者の身体状況を把握してる場合に「有」とし、把握した年月を記入する。

(1) 身体の状況
① 3歳以上の肥満とやせの割合
以下に示す評価方法等で肥満・やせを判定し、その人数を利用者数で除した百分率（整数、端数は四捨
五入）で記入する。

内容・留意事項項目

給与栄養目標量及び食品群別目標量を設定した年月を記入する。基準設定14

給与栄養量を算出する際に使用した日本食品標準成分表の年版を記入する。栄養価計算の基準15

最も提供数の多い食事の年齢区分について記入する。
（例）男性（3-5）歳、女性（3-5）歳

報告月の食事区分（ 昼食+間食 ・ 1日 ・ その他（ ） ）

給与栄養量・食品群別
給与量の区分

16

・栄養素等別に1人1日当たりの目標量と給与量を記入する。記入における小数点
以下の桁数の取り扱いについては、最新の日本食品標準成分表に準ずる。

（端数は四捨五入）なお、算出していない場合は「－」を記入する。
・食塩相当量は、下記の計算式で算出する。
食塩相当量(g)＝ナトリウム(mg)×2.54÷1,000

給与栄養目標量及び
給与栄養量

17

食品群別に1人1日当たりの目標量と給与量を整数（端数は四捨五入）で記入
する。

食品群別給与目標量及び
給与量

18

各栄養素の総エネルギーに占める割合を、整数（端数は四捨五入）で記入する。
エネルギーの算出方法については、最新の日本食品標準成分表に準ずるが、エネル
ギー産生栄養素バランスの算出については、下記による方法でも差し支えない。

① たんぱく質(%エネルギー)
＝たんぱく質(g)×4/総エネルギー(kcal)×100

② 脂質(%エネルギー)
＝脂質(g)×9/総エネルギー(kcal)×100

③ 炭水化物(%エネルギー)
＝100－(①＋②)

エネルギー産生栄養素
バランス

19

児童福祉施設・幼稚園等

【幼児（3歳以上6歳未満）の肥満・やせの評価方法】
・幼児身⾧体重曲線（性別・身⾧別標準体重）を用いる。
肥満度＝〔実測体重(kg)－身⾧別標準体重(kg)〕÷身⾧別標準体重(kg)×100 
肥満:肥満度＋15％以上 やせ:肥満度－15％以下

・身⾧別標準体重は、平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づき、次式により算出する。
（身⾧は㎝）

男児 標準体重＝0.00206×身⾧2ー0.1166×身⾧＋6.5273 
女児 標準体重＝0.00249×身⾧2ー0.1858×身⾧＋9.0360

（既に平成22年乳幼児身体発育調査や令和5年乳幼児身体発育調査の結果、その他の方法に
より算出している場合はそれでも差し支えない）

＊ 3歳以上の幼児の肥満度判定区分簡易ソフト
国立保健医療科学院 http://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/
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女子男子身⾧
(cm) 肥満※2やせ※1標準体重(kg)肥満※2やせ※1標準体重(kg)

9.57.08.29.77.28.570
9.77.18.49.97.38.671
9.97.38.610.17.58.872
10.17.48.710.37.69.073
10.37.68.910.67.89.274
10.57.79.110.88.09.475
10.77.99.311.08.19.676
10.98.19.511.28.39.877
11.18.29.711.58.510.078
11.48.49.911.78.610.279
11.68.610.111.98.810.480
11.98.810.312.29.010.681
12.19.010.512.49.210.882
12.49.210.812.79.411.083
12.69.311.013.09.611.384
12.99.511.213.29.811.585
13.29.811.513.510.011.786
13.510.011.713.810.212.087
13.810.212.014.110.412.288
14.110.412.214.310.612.589
14.410.612.514.610.812.790
14.710.812.714.911.013.091
15.011.113.015.211.313.292
15.311.313.315.511.513.593
15.611.513.615.811.713.894
15.911.813.916.111.914.095
16.312.014.116.512.214.396
16.612.314.416.812.414.697
17.012.514.717.112.714.998
17.312.815.017.512.915.299
17.713.115.417.813.115.5100
18.013.315.718.113.415.8101
18.413.616.018.513.716.1102
18.813.916.318.813.916.4103
19.114.116.619.214.216.7104
19.514.417.019.514.417.0105
19.914.717.319.914.717.3106
20.315.017.720.315.017.6107
20.715.318.020.715.318.0108
21.115.618.421.015.518.3109
21.515.918.721.415.818.6110
22.016.219.121.816.119.0111
22.416.519.522.216.419.3112
22.816.919.822.616.719.7113
23.217.220.223.017.020.0114
23.717.520.623.417.320.4115
24.117.821.023.817.620.7116
24.618.221.424.217.921.1117
25.018.521.824.718.221.5118
25.518.922.225.118.621.8119

身⾧別標準体重の早見表（3歳以上6歳未満の幼児）
平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づく

※1 や せ:やせすぎ、又はやせ（表中の各身⾧における数値以下が該当）
※2 肥満:ふとりぎみ、ややふとりすぎ、又はふとりすぎ（表中の各身⾧における数値以上が該当）
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【児童・生徒の肥満・やせの評価方法】
学校保健統計調査方式（性別・年齢別・身⾧別標準体重）による肥満度判定方法を用いる。
肥満度（過体重度）
＝ (実測体重(㎏) ­身⾧別標準体重(㎏)) ／身⾧別標準体重(㎏) ×100(％)
肥満傾向:肥満度＋20％以上 やせ傾向:肥満度－20％以下

② 評価方法
幼児（3歳以上6歳未満）の肥満・やせの評価方法に用いた項目に〇をつける。
「1.幼児身⾧体重曲線」の場合は、（ ）に年次を、「2.その他」の場合は、（ ）にその方法を記入する。

③ アレルギー
該当する項目に○をする。｢有｣の場合は、該当する項目に○をする。それ以外の対応を行っていれば、具体
的な内容を記入する。

身⾧別標準体重を求める係数と計算式

女男係数

年齢 baba

22.7500.37723.6990.3865

32.0790.45832.3820.4616

38.3670.50838.8780.5137

45.0060.56148.8040.5928

56.9920.65261.3900.6879

68.0910.73070.4610.75210

78.8460.80375.1060.78211

76.9340.79675.6420.78312

54.2340.65581.3480.81513

43.2640.59483.6950.83214

37.0020.56070.9890.76615

39.0570.57851.8220.65616

42.3390.59853.6420.67217

【18-49歳の肥満・やせの評価方法】
BMI＝体重（kg）/身⾧（ｍ）2

18-49歳の目標とするBMIの範囲は18.5-24.9 日本人の食事摂取基準（2025年版）

(2) 年齢区分･性別人数
利用者の年齢区分を記入し､性別ごとに人数を記入する。
(区分が多い場合は、線を引き区分を増やして記入する。）

（資料） 児童生徒等の健康診断マニュアル 平成27年度改訂（公益財団法人日本学校保健会）

身⾧別標準体重(㎏) ＝ a × 実測身⾧(㎝) ­b
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